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平成２３年第３回竹原市議会定例会会議録 

 

平成２３年９月１６日開議 

  （平成２３年９月１６日）    

        

議席順 氏     名 出  欠 

１ 山  元  経  穂 出 席 

２ 高  重  洋  介 出 席 

３ 井  上  美 津 子 出 席 

４ 山  村  道  信 出 席 

５ 大  川  弘  雄 出 席 

６ 道  法  知  江 出 席 

７ 宮  原  忠  行 出 席 

８ 片  山  和  昭 出 席 

９ 北  元     豊 出 席 

１０ 稲  田  雅  士 出 席 

１１ 松  本     進 出 席 

１２ 吉  田     基 出 席 

１３ 脇  本  茂  紀 出 席 

１４ 小  坂  智  徳 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

    議会事務局長                   宮 地 憲 二 

    議会事務局係長     住 田 昭 徳 
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説明のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 出 欠 

市         長 小 坂 政 司 出 席 

副    市    長 三 好 晶 伸 出 席 

教    育    長 前 原 直 樹 出 席 

総 務 部 長 今 榮 敏 彦 出 席 

総 務 課 長 桶 本 哲 也 出 席 

情 報 化 推 進 室 長 平 田 康 宏 出 席 

企 画 政 策 課 長 豊 田 義 政 出 席 

財 政 課 長 塚 原 一 俊 出 席 

税 務 課 長 沖 本   太 出 席 

会 計 管 理 者 堀 川 豊 正 出 席 

監 査 委 員 事 務 局 長 木 村 忠 志 出 席 

選 管 ・ 事 務 局 長 桶 本 哲 也 出 席 

市 民 生 活 部 長 谷 岡   亨 出 席 

市 民 健 康 課 長 森 野 隆 典 出 席 

まちづくり推進課長 大 澤 次 朗 出 席 

文 化 生 涯 学 習 室 長 西 口 広 崇 出 席 

忠 海 支 所 長 森 野 隆 典 出 席 

人 権 推 進 室 長 谷 岡   亨 出 席 

福 祉 課 長 大 宮 庄 三 出 席 

子 ど も 福 祉 室 長 井 上 光 由 出 席 

建 設 産 業 部 長 柏 本 浩 明 出 席 

産 業 振 興 課 長 中 川 隆 二 出 席 

観 光 交 流 室 長 堀 信 正 純 出 席 

建 設 課 長 大 田 哲 也 出 席 

都 市 整 備 課 長 有 本 圭 司 出 席 

区 画 整 理 室 長 有 本 圭 司 出 席 

下 水 道 課 長 沖 谷 秀 一 出 席 

農業委員会事務局長 西 原 正 敎 出 席 

教育委員会教育振興課長 久 重 雅 昭 出 席 

教育委員会学校教育課長 亀 井 伸 幸 出 席 

水 道 課 長 前 本 憲 男 出 席 
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付議事件は下記のとおりである        

 日程第 ４ 報告第 ７号 竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率について 

 日程第 ５ 議案第３７号 竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同 

              意を求めることについて 

 日程第 ６ 議案第３８号 財産の無償貸付けについて 

 日程第 ７ 議案第３９号 竹原市土地開発公社の解散について 

 日程第 ８ 議案第４０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

              条例及び竹原市スポーツ振興審議会設置条例の一部を改正 

              する条例案 

 日程第 ９ 議案第４１号 竹原市税条例等の一部を改正する条例案 

 日程第１０ 議案第４２号 竹原市伝統的建造物群保存地区保存条例及び竹原市風致地 

              区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する 

              条例案 

 日程第１１ 議案第４３号 平成２２年度竹原市歳入歳出決算認定について 

 日程第１２ 議案第４４号 平成２２年度竹原市水道事業決算認定について 

 日程第１３ 議案第４５号 平成２３年度竹原市一般会計補正予算（第２号） 
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              午前１０時００分 開議 

議長（脇本茂紀君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第４ 

議長（脇本茂紀君） 日程第４、報告第７号竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率に

ついてを議題といたします。 

 事務局職員から報告文を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から報告理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 報告第７号竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率について、御

説明申し上げます。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により、本市の健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見をつけて

議会へ報告するものであります。 

 まず、健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、実

質収支が黒字であり、赤字額なしとなっております。実質公債費比率につきましては９．

９％となっており、将来負担比率につきましては３３．５％となっております。 

 次に、資金不足比率につきましては、水道事業及び公共下水道事業とも資金不足なしと

なっております。 

 なお、これらの比率が健全化基準を上回る場合、財政健全化計画の策定や外部監査等が

必要となりますが、本市の比率につきましてはいずれもこれを下回っております。 

 以上のとおり、健全化判断比率及び資金不足比率について御報告いたしますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第５ 
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議長（脇本茂紀君） 日程第５、議案第３７号竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任

につき議会の同意を求めることについてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第３７号竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについて、提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、竹原市固定資産評価審査委員会委員のうち西川勝利委員が平成２３年９月２９

日をもって任期満了となりますので、その後任委員として中沖明氏を選任いたしたいと考

え、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 固定資産評価審査委員会は、３名の委員により構成され、固定資産課税台帳に登録され

た事項に関する不服を審査決定するため設置されております。 

 中沖氏は、昭和４４年から本年３月までの４２年間、竹原市役所に勤務され、その間、

税務課において１５年以上事務に従事されるなど、税務に関し深い識見を持っておられ、

固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えるものであります。 

 何とぞ、御同意のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意すること

に決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第６ 
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議長（脇本茂紀君） 日程第６、議案第３８号財産の無償貸付けについてを議題といたし

ます。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第３８号財産の無償貸付けについて、提案の理由を御説明申し

上げます。 

 本案は、障害者の就労継続支援のための障害福祉サービス事業所用地として、社会福祉

法人若竹会に無償で貸し付けている土地について、平成２３年９月３０日で貸付期間が満

了するため、同法人に引き続き無償で貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１

項第６号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 無償で貸し付ける土地の概要につきましては、所在地は竹原市田ノ浦３丁目４７３０番

１、面積は１，３４７．０５平方メートル、地目は宅地であります。 

 社会福祉法人若竹会は、障害者の社会復帰、社会参加を進めるため、就労及び地域活動

の場を提供しており、平成２３年１０月１日から平成２８年９月３０日まで、引き続き無

償貸し付けを行うことにより障害者の活動拠点の充実を図るとともに、就労継続支援のた

めの事業所としての安定した運営に寄与しようとするものであります。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第７ 

議長（脇本茂紀君） 日程第７、議案第３９号竹原市土地開発公社の解散についてを議題

といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第３９号竹原市土地開発公社の解散について、提案の理由を御

説明申し上げます。 

 本案は、公有地の拡大の推進に関する法律第２２条第１項の規定により、竹原市土地開

発公社を解散することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 竹原市土地開発公社は、昭和４９年８月３１日に設立し、本市における公共事業の用地

先行取得事業、造成事業を実施してまいりました。 

 しかし、近年における地価の下落や経済の低迷、公共事業の縮小など、公社による土地

の先行取得の利点は希薄となってきており、全国的にも土地開発公社の存廃について検討

がなされているところであります。 

 竹原市土地開発公社においても、平成２３年６月２８日に理事会が開催され、公社の解

散について理事全員の同意を得たことから、同公社を解散することとするものでありま

す。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第８ 

議長（脇本茂紀君） 日程第８、議案第４０号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例及び竹原市スポーツ振興審議会設置条例の一部を改正する条例案を議

題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４０号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例及び竹原市スポーツ振興審議会設置条例の一部を改正する条例案について、提案

の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、スポーツ基本法の制定に伴い、必要な規定の整備を行うものであります。 

 スポーツ基本法は、昭和３６年に制定されたスポーツ振興法の全部を改正し、スポーツ

に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等

を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものでありま

す。 

 改正内容につきましては、これまでのスポーツ振興法において定められていた「スポー

ツ振興審議会」が「スポーツ推進審議会」に、「体育指導委員」が「スポーツ推進委員」

に、それぞれ改められたことに伴い、関係条例においてこれらの名称を改めるとともに、

引用条項の整理等を行うものであります。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

 ７番。 

７番（宮原忠行君） この議案につきましては、担当の民生産業委員会でも審議をさせて

いただいたわけでありますけれども、どうしても担当部長以下では答弁できないと、こう

いうこともございまして、若干の質疑をさせていただきたいと思います。 

 改正前のスポーツ振興法で言えば、第４章１条から２３条までなんですよね。ほで、こ

の新たに制定されたスポーツ基本法は、議員提案でなされて成立をしたものでありますけ
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れども、１条から３５条まで。ですから、３２条ふえとると、こういう形になっておるわ

けですね。 

 ほで、まず最初に、市長のほうから提案の理由の中でありました国及び地方公共団体の

責務のところについて、旧法と新法がどのように変わったのか、この点についてまず最初

にお尋ねをさせていただきたいと思います。 

議長（脇本茂紀君） 文化生涯学習室長、答弁。 

文化生涯学習室長（西口広崇君） 失礼します。 

 国と地方の責務ということでございますが、国のほうではスポーツ振興に対する基本計

画を策定するというふうな形になっております。それと、地方については地方スポーツ推

進計画というものがありまして、これは国のスポーツ基本計画を参酌しまして、その地方

の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものとするというふうに

うたわれております。 

 以上です。 

議長（脇本茂紀君） ７番。 

７番（宮原忠行君） 基本的に、今度の新法につきましてはスポーツ振興を国家戦略とし

てやっていくんだということですよね。それで、おっしゃられるように国においてスポー

ツ計画を策定すると。こうなっておりますけれども、それだけではなくて、今まで市長が

よく言っておられます分権の中では、可能な限り国から地方への義務づけというのを緩和

する方向でなされてきたわけですよね。 

 ところが、今度のスポーツ振興法からスポーツ基本法に変わってくると、さまざまな形

での地方公共団体の義務づけがなされるといいますか、例えばスポーツ施設、学校施設も

含めてですよ、整備促進もしなきゃならんわけでしょう。ほで、また多様なスポーツをこ

れも保障をしなきゃならんわけですよね。じゃあ、具体的に申し上げますと、例えば学校

施設についていえば、竹原小学校においては体育館ありますけれども、バレーのコートは

１面しかとれんわけですね。１面しかとれません。ほで、また最近はやっておりますとこ

ろのグラウンドゴルフですかね、についても、恐らくはまだ民間では整備をされたところ

がありますけれども、公共施設、学校施設とかあるいは公共の運動施設、例えばバンブー

運動公園等においても整備されてないわけでしょう。だから、さまざまな義務づけがなさ

れてくるんですね。 

 また、例えば体育指導委員がスポーツ推進委員に変わってくると、スポーツ推進委員さ
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んも今までとは変わった新たな義務が課せられてくるはずなんですよね。本来ならば、例

えば今までならば、体育指導委員であれば連絡調整とかいろんな義務づけはありませんで

したけれども、今度は出てきますよね、連絡調整等がね、出てくるんですよ。そうします

と、全く今までの法体系といいますか、法を受けて各自治体において実施されるさまざま

なものが基本的に変わってくるわけでしょう。そうなってくると、単なるその名称だけの

文言規定で済むのかどうかということが問題になってくるんですよ。 

 ほで、一方において、当然このスポーツ基本法においても学校施設におけるそうした体

育施設の整備等をうたっとるわけですから、そうしますと竹原市におきましては本議会に

おいてもさまざまな形で提起をされました小中の一貫校、そして当然それを整備するため

には学校の統廃合という問題も出てくるわけでしょう。そうしますと、さまざまな竹原市

におけるこの問題というのが、このスポーツ基本法を根拠にして立論が立てられるといい

ますか、もっといえば政策課題がさらに広がってくるわけでしょう。そうしますと、やは

り私は説明責任という意味においても、余りにも機械的、形式的に流れて、まさに私が政

策立案能力のところで申し述べた、国法を受けて竹原市条例をどう整備するかという問題

にかかわってくるわけですよ。そうでしょう。単なる文言の修正ということだけでは済ま

ない話なんですね。 

 ほで、そうしたさまざまな具体的な問題も含めて、このスポーツ振興法をどのように竹

原市が受容をしていくのかということが今私は問われなきゃならんと思うんですよ。相当

な財政的な負担とかということも出てきますからね。ですから、そこら辺について、市長

部局のほうでぜひとも責任ある答弁をいただきたいと思います。 

議長（脇本茂紀君） 市民生活部長、答弁。 

市民生活部長（谷岡 亨君） 今、議員のほうから御指摘をいただいたところでございま

す。 

 それで、スポーツ振興法からスポーツ基本法に全面改正をされて、その基本理念等も大

幅に変わってきていると。現在のスポーツに関する社会情勢等を含めて新しい基本法の中

に盛り込まれているという状況がございます。 

 その中で、地方公共団体としての役割としましては、地方スポーツ推進計画というのを

定めるように努めるというふうになっております。今言われましたそのスポーツ基本法に

基づいて具体的な計画をその中で定めていく中で、課題等も含めながらさまざまな検討を

させていただいて、そのような方向で進めていきたいと。計画を定める中で進めていきた
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いというふうに考えておりますので、ひとつ御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

議長（脇本茂紀君） ７番。 

７番（宮原忠行君） スポーツ基本法で言えば１０条ですね、１０条でスポーツ推進計画

ですね。ほで、それと１３条で学校施設の利用ですよね。これもあります。ほで、ちょっ

と読ませていただくと、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置、その他の必要

な施策を講ずるよう努めなければならないと、こうなりますよね。ですから、それは連動

してきますからね。ほで、あわせて第２節で、第２１条になりますけれども、多様なスポ

ーツ機会の確保のための環境の整備もうたわれておりますから、当然そこら辺が連動して

総合的な推進計画といいますか、ということにならなければならないと思うわけです。 

 ですから、私は必要な文言の訂正は必要だと思っとるんですけれども、ですからそうし

たスポーツ推進計画の策定については議会とも、当然担当委員会とも十二分な連携をとり

ながら慎重な策定作業を進めていただきたいと思いますが、できれば最後になりますんで

市長のほうからそこら辺の決意も込めて思いを語っていただければと思いますんで、よろ

しくお願いします。 

議長（脇本茂紀君） 副市長、答弁。 

副市長（三好晶伸君） このたびのスポーツ基本法の制定にかかわっての御質問でござい

ます。 

 先ほど来御答弁申し上げましておるように、この基本計画については国の計画に基づい

て地方計画を策定しなければならないという中で、議員御指摘のとおり今の分権社会の中

でさまざまな社会経済情勢が変わりつつあります。そういった中で、スポーツ基本法の理

念に基づいた施設整備については、使用の内容あるいは現在の使用の拡充といったような

ことから、いろんなハード、ソフトの事業の見直しが求められるところでございます。 

 そういった状況の中で、今後市においては、こういった基本計画の理念に基づいて現計

画との整合性も、あるいは関係者、もちろん市議会にも御相談しながらこの事業を進めて

まいりたいというように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第９ 

議長（脇本茂紀君） 日程第９、議案第４１号竹原市税条例等の一部を改正する条例案を

議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４１号竹原市税条例等の一部を改正する条例案について、提

案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、必要な規定の整備を行うものであ

ります。 

 主な改正の内容につきましては、個人の市民税に係る寄附金税制における寄附金税額控

除の適用下限額を引き下げることとし、また肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の

課税の特例について、免税対象飼育牛の売却頭数の見直しを行うとともに、その適用期限

を平成２７年度まで延長するほか、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税

率の特例を２年間延長するものであります。 

 また、不申告に関する過料について、過料の額を現行の３万円以下から１０万円以下に

引き上げるとともに、たばこ税、鉱産税及び特別土地保有税に係る不申告に関する罰則規

定を設けることとするものであります。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 市長の提案を受けて、２点ほど質問をしてみたいというふうに思

います。 

 参考資料の中に説明がありますけれども、私は今回の市税条例等の改定によって竹原市
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の税収に大きな影響を与えるのは、参考資料の１１ページにあります（２）の要するに株

等の配当所得等の軽減税率の延長と、これが大きな影響、軽減ですから税収減という方向

での影響だと思いますけれども。１つは、この具体的な株の譲渡にかかわっての軽減税率

の延長でどれだけ影響があるのかと。税率、税額等をこの場で伺っておきたいと思いま

す。 

 それから、２点目の質問は、国がこういった税の改定ということで指導されているのは

わかるんですけれども、地方自治を考える場合、地方自治の本旨ですね、住民の福祉向上

という地方自治の第一義的な仕事、任務を考える場合、こういった軽減税率の延長でいい

のかどうかということで、そもそも論になるかと思いますけれどもお聞かせ願いたいとい

うことが２つ目の点でありまして、具体的にはこれまで国の施策によって年金生活者、給

与所得者でもありますけれども、特に年金生活者等の各種控除が廃止される、削減される

ということをこれまでやってきました。私もいろいろ意見を上げることがありましたけれ

ども、これによってどういう影響が出ているかということを紹介しながら質問にしたいと

思うんですけれども、例えば年金生活者、２００万円の方が、従来各種控除が削減される

以前は、２００万円の厚生年金の年金生活者で市民税は均等割はかかっておりませんでし

た。しかし、これが各種控除の削減、縮小によって２００万円の年金生活者も均等割がか

かってしまうという、私からいえば増税ということになるんですけれども、こういったこ

れだけではないんですね。 

 ほかに影響が出るというんで一言紹介しておきたいのは、私も相談を受けましたけれど

も、緊急通報装置ですね。これが今竹原市内で二百数十件利用されていると思うんです

が、その１５％余りが定額の負担と新たに市民税の課税か非課税かによって負担がふえて

いるわけですね。ですから、定額負担、たしか８００円だったと思いますけれども、緊急

通報装置の利用者の定額負担８００円プラスに、もう一つは市民税がかかっているか非課

税かかかっていないかによって１，３００円の新たな負担がかかるかどうかということが

私も経験しました。 

 ですから、さっき言った各種控除が廃止縮小されて市民税の均等割がかかる、それと連

動して、緊急通報装置の負担も１，３００円新たに、非課税だったら要らないのに均等割

がかかるために１，３００円の新たな負担がかかってくる。その方は、結局通報装置の利

用をキャンセルされました。これは住民税とのかかわりで、今国がやってきた一つの例で

あります。 
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 だから、こういった例が本当にいいのかということで私は各種控除の廃止は国の施策で

あるけれども市民税のときには反対をしてきました。それと一方では、こういった株の譲

渡の株の配当所得の軽減税率を延長すると。だから、本来私は給与所得にしても年金生活

者にしても、生計費ですかね、生計費は非課税、そういった生活に係るんは非課税という

な分が私は本来の姿だし、税金についても所得やこの市民税についても、本来はもうけは

高額所得者、たくさん事業でもうけた人、こういったもうけに応じて応分の負担をしてい

ただく、これがやっぱり本来の原則のあり方だと、私はそういった考えを持っておりま

す。 

 ですから、２点目として聞きたいのは、こういったさっき言った年金生活者の例で各種

控除の廃止で住民税が均等割がかかってくる、緊急通報装置などの新たな負担もかかって

いる。だから、ここは均等割の４，０００円、通報装置の１，３００円の新たな負担、こ

れを軽いと考えるんか、年金生活者から見たら大変な重たい負担になっているというのが

私の実感なんです。 

 そういった一方がありながら、今回のような所得の株でもうけたとこには税金を軽減す

る、それをまた２年間延長する。これが本当にどうなのかなという２点目の考えを、ぜひ

お聞きしておきたいというふうに思います。 

議長（脇本茂紀君） 税務課長、答弁。 

税務課長（沖本 太君） 松本議員の御質問に対しまして御答弁申し上げます。 

 まず、１点目の上場株式等の軽減税率の本則化しないことによる市税収入に対する影響

という御質問でございます。 

 平成２３年度課税におきます上場株式に係る所得金額は全体で約５，５００万円ありま

すので、その額をもちまして影響額を試算いたしますと、市民税におきましては本則税率

の３％と軽減税率の１．８％の差でございます１．２％を、その５，５００万円に乗じた

額の６６万円が影響額になると見込んでいるところでございます。 

 続いて、２点目の御質問、こうした見直しがよいのかどうかというような観点の御質問

だと思いますが、この上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する軽減税率適用の期限延

長についてですが、まずこの軽減税率の導入の経緯といたしましては、平成２１年度に経

済の持続的な成長を支える資金の供給促進を図る観点から講じられたものでありまして、

この軽減税率は平成２３年１２月３１日をもって廃止される予定となっておりました。し

かしながら、経済の持続的な成長を支える資金の供給促進に係る政策適用性は引き続き大
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きいということを踏まえまして、軽減税率による特例措置の適用期間が平成２５年１２月

３１日まで延長されたものでございます。本市といたしましても、こうした改正の趣旨に

のっとりまして改正を行うものでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（脇本茂紀君） １１番。 

１１番（松本 進君） ちょっと２点目の件で、要するに影響は確かに６６万円の税収減

になるという推定でありました。 

 私あえて聞きたいのは、国の施策でこういうことが措置されているというのはわかるん

だけども、１つは地方自治の本旨という面で見て、今の市民の暮らしから見て、さっき言

った１つのこれは例でこれがすべてではありませんけれども、わかりやすい面で住民税が

均等割が今までなかった、２００万円の年金生活者でね。各種控除が廃止される以前は２

００万円の人も均等割がかからなかった人が、新たに均等割の増税ということに今なって

いる。この増税プラスにさっき言った、たまたま緊急通報装置の利用されている、私から

したらこの装置のほうが本当にひとり暮らしの方がいざというときに設けられた制度でこ

の制度自体は大変いいことだと。しかし、利用しようと思っても、一たん申し込んだら均

等割の税金がかかっているから１，３００円の新たな定額負担プラス１，３００円のあれ

がかかっているということなんですね。ですから、端的な言い方をすれば、その減収の６

６万円もストップすれば、それだけ減収がストップして市の税収がふえれば、ここに使え

ということになるかどうかわかりませんが、１つはそういった命にかかわるような新たな

施策といいますか、そういったことにもやってしかるべきじゃないかなということで、今

住民税の市民税の増税が均等割の新たにかかった負担が緊急通報装置という具体的な例で

こういう市民の生活を苦しめているという面から見て、私は税のあり方がどうなんかと。 

 だから、そこはもう一度ちょっと答えていただきたいのは、私は税のあり方はもうかっ

た人には応分の負担を出していただく。しかし、生活の本当にわずかな年金生活者の生計

費には非課税という原則といいますか、これはいろいろ考えがあるんでしょうけども、本

当に暮らしにかかわる税金をこれ以上負担させてはいけないという面から見て、私は今回

の株でのもうけの軽減税率はおかしいんではないんかということに対して市長部局はどう

考えているんかということをお尋ねしているわけでありますから、ぜひお答えいただきた

いなと。 

議長（脇本茂紀君） 税務課長、答弁。 

税務課長（沖本 太君） このたびの市税条例の改正につきましては、地方税法等の一部
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が改正されたことに伴いまして行うものでありまして、国の改正の趣旨にのっとって市と

しても必要な対応をするものと考えております。よろしくお願いいたします。 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 １１番。 

１１番（松本 進君） 説明が十分でないんでしょうけれども、少なくとも軽減税率の延

長ということは経済の持続的な成長だという説明が確かにありましたよね。私が言いたい

のは、市民の、特にさっき言うと具体的な例でいえば、高齢者の生活がこういった状況に

なっている。苦しい状況になっている。これで、そういった状況がありながら今回の軽減

税率を延長すると。だから、経済のどこの成長というんですかね。どこに目を置いたやっ

ぱり政策になっているんかなという面では私は大変問題があると。ですから、国の施策な

んだけれども、さっき言った地方自治の本旨からすれば、私はこういった株のもうけでの

軽減税率はやめるべきじゃないかと。ことしの１２月で本来廃止になったわけですから、

そういったすべきじゃないかなという立場から、この議案第４１号の延長には反対をして

いきたいというふうに思います。 

議長（脇本茂紀君） これより起立により採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（脇本茂紀君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１０ 

議長（脇本茂紀君） 日程第１０、議案第４２号竹原市伝統的建造物群保存地区保存条例

及び竹原市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例案を議題

といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４２号竹原市伝統的建造物群保存地区保存条例及び竹原市風

致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例案について、提案の理
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由を御説明申し上げます。 

 本案は、放送法等の一部が改正されたことなどに伴い、必要な規定の整備を行うもので

あります。 

 改正の主な内容につきましては、放送法に定める放送の定義が改められたことなどに伴

い、条例中の用語の整理等を行うとともに、都市計画に定める風致地区内及び伝統的建造

物群保存地区内において、条例に規定する建築等の行為をする場合に、行為者が市長また

は教育委員会に事前通知をする必要がある行為として、有線テレビジョン放送の用に供す

る線路などの施設の設置または管理に係る行為などを加えるものであります。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１１・日程第１２ 

議長（脇本茂紀君） お諮りいたします。 

 日程第１１、議案第４３号平成２２年度竹原市歳入歳出決算認定について並びに日程第

１２、議案第４４号平成２２年度竹原市水道事業決算認定についてを一括議題といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、２議案を一括議題とすることに決

しました。 
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 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 平成２２年度の竹原市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につい

ては、地方自治法第２３３条第２項の規定により監査委員の審査に付したところ、平成２

３年８月２２日付をもちまして審査意見書を提出していただきましたので、同条第３項の

規定により議会の認定に付するものであります。 

 以下、各会計の決算の概要を御説明いたします。 

 一般会計決算から御説明いたします。 

 歳入決算額は１４１億３，７０２万７，０００円で、予算現額に対する収入割合は９

３％であり、歳出決算額は１３７億３，８１６万８，０００円で、予算現額に対する執行

率は９０．４％であります。したがいまして、歳入歳出差し引き額は３億９，８８５万

９，０００円となり、このうち５，１３０万円を繰越明許費として平成２３年度に繰り越

す財源といたしております。 

 この歳入決算における科目別の主なものの概要でありますが、市税につきましては、予

算現額４０億６，５０２万１，０００円に対し、決算額は４０億６，６０４万６，０００

円となり、予算現額に対し１００．１％の収入率となっております。また、調定額４４億

１，１７９万７，０００円に対する収納率は９２．２％であり、なお多額の収入未済額が

ありますので、今後とも収納率向上に努めてまいります。 

 地方交付税につきましては、予算現額２４億５，７００万円に対し、決算額は２５億

９，０５１万６，０００円となっております。 

 普通交付税の決算額につきましては２０億７，７００万円、特別交付税の決算額につき

ましては５億１，３５１万６，０００円であり、前年度と比較して普通交付税において１

億９，０７０万１，０００円の増、特別交付税において２，４０１万５，０００円の増と

なっております。 

 分担金及び負担金につきましては、予算現額２億８，７９２万２，０００円に対し、決

算額は２億６，８７２万８，０００円となっております。また、調定額２億７，７１５万

７，０００円に対する収納率は９７％で、収入未済額は８４１万７，０００円となってお

ります。その主なものは保育所負担金等であり、今後とも収納率向上に努めてまいりま

す。 
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 使用料及び手数料につきましては、予算現額１億２，９３３万４，０００円に対し、決

算額は１億２，７８７万８，０００円となっております。また、調定額１億５，５６２万

３，０００円に対する収納率は８２．２％で、収入未済額は２，３１８万１，０００円と

なっております。今後とも住宅使用料等収納率向上に一層努力してまいります。 

 国庫支出金につきましては、予算現額２７億８，２５０万６，０００円に対し、決算額

は２４億２，０５６万９，０００円となっておりますが、１億１，５５４万１，０００円

について繰越明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので、実質２億４，６

３９万６，０００円の減になります。 

 県支出金につきましては、予算現額１０億４，５３１万１，０００円に対し、決算額は

９億９，１８５万３，０００円となっておりますが、３，００５万円については繰越明許

費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので、実質２，３４０万８，０００円の

減になります。 

 繰入金につきましては、予算現額１億４，１１９万９，０００円に対し、決算額は８７

４万円となっております。これは都市基盤整備基金繰入金１億２，７８６万円の減などに

よるものであります。 

 市債につきましては、予算現額２４億７，５５８万７，０００円に対し、決算額は１８

億３，１２８万７，０００円となっておりますが、９，７３５万円について繰越明許費の

特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので、実質５億４，６９５万円の減になりま

す。 

 次に、歳出でありますが、予算現額１５２億４４万８，０００円に対し、決算額は１３

７億３，８１６万８，０００円となります。執行率は９０．４％でありますが、予算現額

のうち２億９，６２４万１，０００円、率で１．９％について繰越明許費として翌年度へ

繰り越しておりますので、これを加算しますと９２．３％の執行率になります。 

 この歳出決算の科目別不用額５００万円以上の主な費用について、その概要を説明いた

します。 

 議会費につきましては、予算現額１億４，０６６万５，０００円に対し、決算額は１億

３，５４０万３，０００円となり、５２６万２，０００円の不用額であります。これは旅

費などの減によるものであります。 

 総務費につきましては、予算現額３２億７，６６２万８，０００円に対し、決算額は３

０億９３４万６，０００円となり、２億６，７２８万３，０００円の不用額であります。
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これは、一般管理費において庁舎機器管理経費５４１万３，０００円、電算管理費におい

て地域情報通信基盤整備に係る工事請負費２億１，９４４万６，０００円の減が主なもの

であります。 

 民生費につきましては、予算現額４２億３，７２６万８，０００円に対し、決算額は４

０億９，８３５万２，０００円となり、１億３，８９１万６，０００円の不用額となりま

すが、翌年度への３３６万５，０００円の繰り越しをしておりますので、実質１億３，５

５５万１，０００円の不用額であります。これは、社会福祉総務費において国民健康保険

特別会計などに対する繰出金２，６４４万８，０００円、障害者福祉費において介護給付

費などの扶助費９３５万９，０００円、老人福祉費において施設入所措置の扶助費９７２

万６，０００円、保育所費において私立保育所や保育所耐震業務などに対する委託料９５

２万６，０００円、生活保護費において各扶助の減による扶助費３，４１１万９，０００

円の減が主なものであります。 

 衛生費につきましては、予算現額８億７，２１９万２，０００円に対し、決算額は８億

１，９０２万５，０００円となり、５，３１６万７，０００円の不用額であります。これ

は、予防費において新型インフルエンザなどに対する予防接種委託料７８２万３，０００

円、環境衛生費において合併処理浄化槽設置整備事業などに対する補助金６２４万１，０

００円、母子保健費において検診委託料６５１万８，０００円、清掃総務費において広島

中央環境衛生組合に対する負担金２，０８１万１，０００円の減が主なものであります。 

 労働費につきましては、予算現額２億１，３０１万２，０００円に対し、決算額は２億

１，１３６万円となり、１６５万２，０００円の不用額であります。 

 農林水産費につきましては、予算現額２億５，０９７万５，０００円に対し、決算額は

２億３，０９２万１，０００円となり、２，００５万４，０００円の不用額であります

が、翌年度へ１，０１０万円を繰り越しておりますので、実質９９５万４，０００円の不

用額であります。 

 商工費につきましては、予算現額４億７，４４０万９，０００円に対し、決算額は４億

７，３４１万円となり、９９万９，０００円の不用額であります。 

 土木費につきましては、予算現額１７億２，９００万円に対し、決算額は１４億７，０

９６万９，０００円となり、２億５，８０３万１，０００円の不用額でありますが、翌年

度へ１億８，７３６万円を繰り越しておりますので、実質７，０６７万１，０００円の不

用額であります。これは、港湾建設費において県営事業負担金１，３９２万２，０００
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円、土地区画整理事業費において補償補填及び賠償金６４７万９，０００円、公共下水道

事業において公共下水道事業特別会計に対する繰出金１，３６９万３，０００円の減が主

なものであります。 

 消防費につきましては、予算現額５億２，６６０万円に対し、決算額は４億９，００１

万４，０００円となり、３，６５８万６，０００円の不用額であります。これは、常備消

防において常備消防事務に係る委託料２，５７１万６，０００円の減が主なものでありま

す。 

 教育費につきましては、予算現額２１億５，１４１万１，０００円に対し、決算額は１

６億９６９万１，０００円となり、５億４，１７２万円の不用額でありますが、翌年度へ

２，０１４万８，０００円を繰り越しておりますので、実質５億２，１５７万２，０００

円の不用額であります。これは、小学校費学校管理費において小学校校舎耐震に係る測量

設計等業務委託料１，６２６万１，０００円、工事請負費２億１，６９４万４，０００

円、中学校費学校管理費において中学校校舎耐震に係る工事請負費２億４，９２５万円の

減が主なものであります。 

 災害復旧費につきましては、予算現額３億４６０万８，０００円に対し、決算額は１億

７，５６７万円となり、１億２，８９３万８，０００円の不用額でありますが、翌年度へ

７，５２６万９，０００円を繰り越しておりますので、実質５，３６６万９，０００円の

不用額であります。これは、農林水産施設災害復旧費において災害復旧のための測量設計

等業務委託料７６４万６，０００円、工事請負費３，０２３万５，０００円、公共土木施

設災害復旧費において災害復旧のための工事請負費６７４万円の減が主なものでありま

す。 

 公債費につきましては、予算現額１０億１，８８２万円に対し、決算額は１０億１，４

００万７，０００円となり、４８１万３，０００円の不用額であります。これは一時借入

金の償還利子の減によるものであります。 

 次に、国民健康保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３８億３，０２６万円に対し、決算額は３６億８，９８

８万１，０００円となり、１億４，０３７万９，０００円の減となっております。 

 国民健康保険税の収納状況につきましては、調定額８億９，６４６万８，０００円に対

し、決算額が６億２，３８０万９，０００円となり、収納率は６９．６％で、収入未済額

は２億５，６０８万７，０００円となっております。国民健康保険税が保険給付の主要な
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財源になることを踏まえ、今後も保険財政安定化のため、収納率向上に努めてまいりま

す。 

 歳出につきましては、予算現額３８億３，０２６万円に対し、決算額は３５億３，８１

７万７，０００円となり、執行率９２．４％で、２億９，２０８万３，０００円の不用額

であります。これは一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費における医療費が見込み

より減となったことに伴う負担金９，７４５万１，０００円、出産育児の一時金８０１万

円、後期高齢者支援金における負担金１，９５７万３，０００円、保険財政共同安定化事

業拠出金における負担金５，５３４万４，０００円、保健事業費における特定健康診査委

託料１，４７６万５，０００円の減が主なものであります。 

 以上により、実質収支は１億５，１７０万４，０００円の黒字決算になります。 

 次に、貸付資金特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額１，４６０万６，０００円に対し、決算額は１，２２９

万円となり、２３１万６，０００円の減となっております。 

 そのうち、貸付金元利収入につきましては、調定額６，１６２万３，０００円に対し、

決算額は１，１４６万６，０００円となり、収入未済額は５，０１５万７，０００円とな

っております。今後とも収納率の向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては、予算現額１，４６０万６，０００円に対し、決算額は１，２２９

万円となり、執行率は８４．１％で、２３１万６，０００円の不用額であります。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となります。 

 次に、老人保健特別会計について御説明をいたします。 

 歳入につきましては、予算現額１，０４３万７，０００円に対し、決算額は１，００３

万４，０００円となり、４０万３，０００円の減となっております。 

 歳出につきましては、予算現額１，０４３万７，０００円に対し、決算額は１，００３

万４，０００円となり、執行率は９６．１％で、４０万３，０００円の不用額でありま

す。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となります。 

 次に、港湾事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額４，５５１万５，０００円に対し、決算額は４，３３３

万２，０００円となり、２１８万３，０００円の減となっております。 

 歳出につきましては、予算現額４，５５１万５，０００円に対し、決算額は３，９８７
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万４，０００円となり、執行率は８７．６％で、５６４万１，０００円の不用額でありま

す。 

 以上により、実質収支は３４５万８，０００円の黒字決算になります。 

 次に、公共下水道事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額４億９，４６３万円に対し、決算額は４億５，７０２万

１，０００円となり、３，７６０万９，０００円の減となっております。 

 下水道受益者負担金の収納状況につきましては、調定額３，０５６万７，０００円に対

し、決算額が２，５４３万６，０００円となり、収納率は８３．２％で、収入未済額は４

６４万３，０００円となっております。 

 また、下水道使用料の収納状況につきましては、調定額４，５８７万１，０００円に対

し、決算額が４，４１６万円となり、収納率は９６．３％で、収入未済額は１７１万１，

０００円となっております。 

 歳出につきましては、予算現額４億９，４６３万円に対し、決算額は４億５，７０２万

１，０００円となり、執行率は９２．４％で、３，７６０万９，０００円の不用額であり

ます。これは、建設費において測量設計等業務委託料９５２万１，０００円、工事請負費

２，２４６万７，０００円の減が主なものであり、以上により歳入歳出同額の決算となり

ます。 

 次に、公共用地先行取得事業特別会計について御説明をいたします。 

 本会計につきましては、公共用地の先行取得を必要とする事態が生じた場合、それに対

応するためのものでありますが、平成２２年度においてはそのような事態が生じなかった

ため、活用しなかったものであります。 

 次に、介護保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３１億３，５７９万３，０００円に対し、決算額は３０

億５，１５３万４，０００円となり、８，４２５万９，０００円の減となっております。 

 介護保険料の収納状況につきましては、調定額５億１，４７６万５，０００円に対し、

決算額が５億５２１万９，０００円となり、収納率は９８．１％で、収入未済額は９１８

万円となっております。介護保険料は保険給付の財源の一部となるものであり、被保険者

間における公平負担の観点から、収納率向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては、予算現額３１億３，５７９万３，０００円に対し、決算額は３０

億５，１５３万４，０００円となり、執行率は９７．３％で、８，４２５万９，０００円
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の不用額であります。これは、介護サービスの利用者が見込まれるより少なかったことに

よる負担金４，８４５万４，０００円の減が主なものであります。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３億８，４３０万８，０００円に対し、決算額は３億

８，０３０万７，０００円となり、４００万１，０００円の減となっております。 

 後期高齢者医療保険料の収納状況につきましては、調定額２億７，３０９万２，０００

円に対し、決算額が２億７，１００万８，０００円となり、収納率は９９．２％で、収入

未済額は２３５万６，０００円となっております。後期高齢者医療保険料は保険給付の財

源の一部となるものであり、被保険者間における公平負担の観点からも、収納率向上に努

めてまいります。 

 歳出につきましては、予算現額３億８，４３０万８，０００円に対し、決算額は３億

７，９８１万１，０００円となり、執行率は９８．８％で、４４９万７，０００円の不用

額であります。 

 以上により、実質収支は４９万６，０００円の黒字決算になります。 

 以上、各会計について決算の概要を御説明申し上げましたが、平成２２年度の一般会計

の決算は、地域情報通信基盤整備や小・中学校校舎の耐震補強などの大型投資的事業や国

の子育て施策の拡充による子ども手当の支給などにより、前年度と比較して約７％の増加

となりました。 

 収支の状況につきましては、地域活性化や地域ニーズへの対応を目的として臨時財政対

策債を含めた実質的な地方交付税の総額が昨年度に引き続き増加したことにより一般財源

収入が増加し、またこの地方交付税の増加などに伴う歳計剰余金を財政調整基金へ積み立

てたことにより基金総額が増加いたしました。 

 こうした中で、本市の財政状況は、地方公共団体の財政健全化に関する法律で算定及び

公表が義務づけられた健全化判断比率など、各種財政指標は引き続き良好な値を示してお

りますが、経常収支比率につきましては改善傾向にあるものの、依然として厳しい状況に

あります。今後においても、少子・高齢、人口減少社会への移行、地域主権改革または多

様化する市民ニーズの対応、公共施設の老朽化など、これらの課題に対応するための経費

の増加が見込まれております。 

 さらに、長引く景気の低迷に加え、本年３月に発生した東日本大震災による影響によ
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り、今後の社会経済情勢は厳しい状況になることが予想されています。国は、この厳しい

状況に対応するため、中期財政フレームを見直し、震災からの復旧復興を最優先の課題と

した上で、社会保障と税の一体改革や基礎的財政収支の対象経費について恒久的な歳出削

減を行うことなどを示したところであります。 

 こうしたことを踏まえ、本市の目指す将来像である「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都

市 たけはら」の実現に向けた施策を推進するため、監査委員の審査意見に十分配慮しつ

つ、計画的で効率的な財政運営を推進し、引き続き持続可能な財政基盤の確立に向けた取

り組みを進めていく所存であります。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、御認定のほどお願い申し上げます。 

 次に、平成２２年度竹原市水道事業決算認定について、提案の理由を御説明申し上げま

す。 

 この決算の内容につきましては、去る７月２９日、監査委員の審査が終了いたしました

ので、ここに監査委員の審査意見書及び各種参考資料を添えて、地方公営企業法第３０条

第４項の規定により議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要でありますが、まず損益勘定について申し上げますと、消費税計算に伴う税

込み額で、収入総額８億４９１万４，０００円に対し、支出総額７億４，６８０万６，０

００円で、差し引き５，８１０万８，０００円の当年度利益を算出しておりますが、税抜

き額で申しますと、収入総額７億６，７１４万円に対し、支出総額７億１，９６８万８，

０００円で、差し引き４，７４５万２，０００円の当年度純利益を算出しております。 

 その内訳としましては、まず収益でありますが、一般用では、前年度と比較し、３万

５，７６４立方メートル増加し、また工業用水については１８万９，６９７立方メートル

増加したことにより、給水収益全体で前年度に比較して税抜き額で４，３１１万６，００

０円の増加となっております。 

 次に、支出につきましては、前年度に比較し費用が増加したものは、税抜き額で減価償

却費２９６万１，０００円、修繕費３７５万７，０００円、資産減耗費３０２万１，００

０円などであり、一方、前年度に比較して費用が減少したものは、税抜き額で職員給与費

７４万５，０００円、支払い利息３６８万６，０００円、動力費８４万６，０００円、薬

品費２６万６，０００円、受水費９４万４，０００円などとなっており、前年度と比較し

て６５万１，０００円の費用増加となっております。１立方メートル当たりの給水原価に

つきましては１３１円９２銭で、前年度と比較して５円５７銭の減少となっております。 
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 次に、資本勘定について申し上げますと、税込み額で収入総額１，９１７万円に対し、

支出総額３億６８万５，０００円で、差し引き２億８，１５１万５，０００円の不足を生

じておりますが、この補てん財源といたしましては、減債積立金３，０００万円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，０４５万１，０００円、過年度分損益勘定

留保資金６，２４７万１，０００円及び当年度分損益勘定留保資金１億７，８５９万３，

０００円で補てん経理をいたしました。 

 資本的支出の主な事業内容を申し上げますと、田万里第１、第２加圧ポンプ所テレメー

ター改良工事を初め、漏水防止対策及び老朽施設の更新事業の実施、ポンプ施設、老朽配

水管の布設がえなど、水源設備整備及び配水設備整備等、総額２億８１９万２，０００円

の工事を施工し、市内全般にわたり円滑な給水体制の確保に努めてまいりました。 

 その他、委託料１，０７８万９，０００円、量水器新設費４３万６，０００円、企業債

償還金８，０７９万１，０００円、固定資産購入費４７万８，０００円をそれぞれ支出経

理いたしました。 

 次に、資本的収入の主なものにつきましては、工事負担金６１４万８，０００円、消火

栓設置費負担金３００万円、竹原工業流通団地負担金１，００２万２，０００円をそれぞ

れ収入経理いたしております。 

 以上、収益的収支及び資本的収支の概要を御説明いたしました。 

 次に、財政状況につきましては、貸借対照表の内容を申し上げますと、資産総額４８億

３，４５０万３，０００円、負債総額２億２，７５６万８，０００円、差し引き資本総額

４６億６９３万５，０００円となっております。 

 次に、剰余金処分といたしましては、当年度未処分利益剰余金５億７，９８７万５，０

００円のうち、減債積立金３，０００万円を処分案といたしております。 

 次に、監査委員による御指摘、御要望のありました事項につきましては、その意を十分

酌み取り、公営企業の基本原則であります経済性を常に発揮するとともに、その本来の目

的である公共の福祉を増進するよう一層の努力を傾注する所存であります。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、御認定のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

 まず、議案第４３号平成２２年度竹原市歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって議案第４３号平成２２年度竹原市歳入歳出決算認定に
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ついての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４４号平成２２年度竹原市水道事業決算認定についての質疑を行います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって議案第４４号平成２２年度竹原市水道事業決算認定に

ついての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４３号並びに議案第４４号については６名の委員をもって構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査にすることにいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４３号並びに議案第４４号

については６名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会

中の継続審査にすることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、議長において高重洋介君、井上美津子さん、山村道信君、道法知江さ

ん、宮原忠行君、松本進君、以上６名の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました６名の

諸君を決算特別委員会委員に選任することに決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１３ 

議長（脇本茂紀君） 日程第１３、議案第４５号平成２３年度竹原市一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４５号平成２３年度竹原市一般会計補正予算（第２号）につ

いて、その概要を御説明申し上げます。 
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 まず、歳出でありますが、総務費において、住民協働支援事業に要する経費として自治

サポート助成金７５０万円を追加計上しております。 

 民生費においては、障害者援護事業に要する経費として発達障害者支援環境整備事業補

助金１００万円、その他の福祉に要する経費としてふれあいサロン機能強化事業補助金４

００万円、児童相談員等に要する経費として児童扶養手当５０５万６，０００円、母子父

子家庭援護に要する経費として母子高等技能訓練促進事業給付金２５３万８，０００円、

合わせて１，２５９万４，０００円を追加計上しております。 

 災害復旧費においては、５月下旬の大雨により被災した農林水産施設の災害復旧事業と

して農地２カ所の復旧経費３００万円を新たに計上しております。 

 これに対し、歳入でありますが、歳出に係る特定財源として分担金及び負担金１０５万

円、国庫支出金３５８万８，０００円、県支出金５００万円、諸収入７５０万円を追加計

上するとともに、一般財源として前年度繰越金５９５万６，０００円を追加計上し、収支

の均衡をとっております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ２，３０９万４，０００円を追加し、予算総額は歳入歳

出それぞれ１２８億２，５３２万４，０００円となるものであります。 

 何とぞ、慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 以上をもって今期定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。よって、平成２

３年第３回竹原市議会定例会を閉会いたします。 
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              午前１１時３６分 閉会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

                           平成  年  月  日 

 

              竹原市議会議長 

 

 

              竹原市議会副議長 

 

 

              竹原市議会議員 

 

 

              竹原市議会議員 

 


